
事務局からの説明（要旨） 
 
（１）子どもの権利条例検討委員会の目的・役割（資料 P５） 
１． 目的 
 本委員会の目的は、北広島市子どもの権利条例検討委員会設置要綱（資料 P
４）第 1 条により、本市における子どもの権利擁護の推進を目的とした「（仮称）

北広島市子どもの権利条例」を策定することであります。 
２． 役割 
 本委員会の役割は、検討委員会設置要綱第２条により、子どもの権利条例の

策定に関し、必要な事項を検討協議し、市長に意見を述べることとあります。      

具体的には、子どもの意見を含めた市民の意見を聞く活動、条例づくりに関す

る市民に対する啓発活動、条例案の起草などが中心的な活動となります。 
 
３． 子どもの権利の理念 
 子どもの権利条約は、1998 年に国連で採択され、日本は 1994 年に批准して

おり、54 条からなる条約ですが、この条約を議論の出発点としていただきたい

と考えております。（別紙の資料を参考 P８） 
これは、ユニセフ（国連児童基金）がこの条約を大きく４つの権利としてま

とめたものです。 
この中では、 

 （１）防げる病気などで命を奪われないことや病気やけがをしたら治療を受

けられることなど生きる権利  
関連条文（資料 P９～P１４）としては、第 1 条 子どもの定義、第 3
条子どもにとって最も良いことを（最善の利益といわれている条文

です。）第 5 条 親の指導を尊重、第 6 条 生きる権利・育つ権利 
 

（２）教育を受け、休んだり遊んだりできることや考えや信じることの自由が

守られ、自分らしく育つことができることなど育つ権利 
   関連条文としては、第２８条 教育を受ける権利、第 29 条 教育の目

的、第 23 条 障害のある子ども 
 
（３）あらゆる種類の虐待や搾取などから守られることや障害のある子どもや

少数民族の子どもなどは特別に守られることなど守られる権利 
   関連条文としては、第 18 条 子どもの養育はまず親に責任、第 19 条

虐待・放任からの保護、第 20 条 家庭を奪われた子どもの保護 
 



（４）自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり自由な活動を行っ

たりできることなど参加する権利 
   関連条文としては、第 12 条 意見を表す権利、第 13 条 表現の自由、

第 16 条 プライバシー・名誉は守られる 
  
 この条約では、４つの権利のうち、「守られる権利」のように、大人より弱

い立場の子どもを守るため（保護の対象）の条文だけでなく、「生きる

権利」「育つ権利」「参加する権利」は、子どもを大人と同じような独立

とした人格として扱い、権利行使の主体となることを保障しています。 
 条約には、この他にも重要な条文がたくさんあると思います。また、日本の

現状とは少し異なるのではないかという条文もあります。 
今後の検討委員会において、この条約の内容や、今の子どもの現状について

の共通認識を作るための議論が必要と考えております。 
 
４．委員会運営を進める上での基本姿勢 
 （１）策定までのプロセスを重視し、市民、とりわけ子どもの意見を聞いた

り、市民や子どもの参加で条例を作っていかなければならないと考えて

おります。この点は、市議会においても質問や要望として出されており

ます。 
 （２）総合条例を目指すこと。（事前にお配りした資料にもあるが）これまで

制定された全国の子どもの権利に関する条例は、いくつかのタイプがあ

り、①子どもの権利救済や参加など、個別課題に対応する条例、②子ど

もの施策を推進するための原則を定める条例、③子どもの健全育成のた

めの条例などがありますが、北広島市は、子どもの権利を総合的に保障

しようとする総合条例を目指したいと考えております。 
 （３）北広島市の子どもの実態や実感に根ざし、北広島市らしさのある条例

をめざしたいと考えております。 
 
 
（２）今後の委員会の進め方について 
１． スケジュールと組織体系 
  別紙を説明（資料 P７、P６） 
 
２． 本委員会についての確認事項 
 （１）会議録は事務局で作成させて頂きたい。 
 （２）会議録は、発言者の氏名は記載せず、発言内容も一語ずつの逐語によ



らず概要でまとめて HP で公開させていただきたい。 
 （３）委員会は原則公開とさせて頂きたい。ただし、論議の過程で個人のプ

ライバシー等に関わることなどが含まれる場合にはその都度委員会に諮

り、公開・非公開を決定する。非公開とした場合はその議事については

議事録に載せず、傍聴の方も退席頂く。 
 （４）委員の皆様の法的な地位は、地方自治法、地方公務員法をはじめ関係

法規に準拠した扱いをさせて頂きたい。 
 
 
（３）次回の検討委員会について 
１． 3 月 23 日 18:00～ 芸術文化ホール活動室 1,2 を予定しています。 
    
２． 審議内容 

スケジュールのとおりですが、事務局としても、内部のプロジェクト

会議で議論をしたり、委員長と相談のうえ、次回の委員会にはたたき台

的なものを示したいと考えております。 
 


